
 

○労働安全衛生法 

労働安全衛生関係法令により、木造建

築物の構造部材の組立て等作業にあたっ

ては、作業主任者の選任が義務付けられ

ています。関係者にとって「作業主任者

の取得は必要な資格」です。 

○受講資格 

1) 木造建築物の構造部材の組立て等の

作業に、3年以上従事した経験を有する

者 

2) 学校教育法による大学、高等専門学

校、高等学校の土木、建築に関する学科

を卒業した者で、その後 2年以上木造建

築物の構造部材の組立て等の作業に従

事した経験を有する者 

○提出書類と準備 

1) 所定の申込書にて事前に申込んでく

ださい。 

2) 時間厳守・筆記具・昼食は準備下さい。 

※５ｍ以上の木造建築物の組み立てには

この資格が必要です。取得者がいない場

合工事がストップします。 

申し込みは 熊建労 各支部事務所へ 

熊本県建築労働組合      支部 

電話         FAX 

熊建労で資格取得もかんたん 

登 録 番 号 

熊労 第 18号-2 

NPO法人熊本県建設技能教習センター 熊本市南区平田 2 丁目 23－1 熊本県建築労働組合内 電話 096－234－8805 FAX096－234－8806 

（ 熊本市南区平田 2 丁目 23-1 ） 

※3日前までにキャンセルされた場合はテキスト代のみいただきます。差額は返金します。 

※当日キャンセルの場合は返金できません。 

※申込者が 23名に満たない場合は中止または延期となる事もあります。 


